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▼　

原
子
力
損
害
賠
償
制
度
の
二
層
化
の
必
然

　

日
本
の
原
子
力
損
害
賠
償
は
、
961
年
に
制
定
さ
れ
た
原
子
力
損
害

の
賠
償
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
原
賠
法
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
。
だ
が
、
政
府
は
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
事
故
の
発
生
か

ら
３
か
月
後
の
６
月
14
日
、
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法(

以
下
、

支
援
機
構
法)

を
国
会
に
提
出
、
立
法
化
し
、
９
月
12
日
に
は
新
し

い
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
を
担
う
主
体
と
な
る
認
可
法
人
「
原
子
力

損
害
賠
償
支
援
機
構
」(

以
下
、
支
援
機
構)

を
設
立
し
た
。 

原

賠
法
に
お
い
て
は
、
原
子
力
事
業
者
に
無
限
責
任
を
課
す
一
方
で
、

過
酷
事
故
に
よ
っ
て
、
被
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
総
額
が
損
害
賠

償
措
置
額
を
超
え
た
場
合
、
国
家
は
そ
の
必
要
性
を
認
め
た
場
合
に
、

差
額
分
を
「
援
助
」
す
る
こ
と
を
国
会
を
通
じ
て
決
定
す
る
こ
と
が

原
賠
法
第
16
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
原
子
力
発
電
導
入
先

進
国
が
差
額
分
の
補
填
を
国
家
の
「
補
償
」
と
い
う
法
律
上
の
義
務

と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
原
賠
法
に
お
け
る
「
援
助
」
は
、
決
定
基

準
も
内
容
も
具
体
的
な
規
定
は
な
く
曖
昧
で
、
細
目
は
政
府
の
自
主

裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
原
子
力
事
業
者
と
国
家
の
責
任
分
担
が

不
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
政
府
は
、
新
法
に
よ
っ
て
、
援
助
規
定

が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
確
に
定
義
し
、
実
践
的
な
損
害
賠
償
制
度

を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

支
援
機
構
法
に
お
い
て
、
支
援
機
構
の
最
大
の
業
務
は
、
東
京
電

力
が
被
害
者
に
対
し
て
「
迅
速
か
つ
適
切
な
賠
償
を
行
う
」
（
13
年

５
月
14
日
、
原
発
事
故
経
済
被
害
対
応
チ
ー
ム
関
係
閣
僚
会
合
決
定
）

た
め
の
資
金
援
助
を
行
う
こ
と
と
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
支
援
機
構
に

対
し
て
、 

政
府
は
交
付
国
債
に
よ
る
資
金
交
付
を
行
い
、 

東
京
電
力

は
支
援
機
構
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
、
被
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償



第７１７２号平成２７年１月５日（月） 電 力 時 事 通 信 第三種郵便物認可

転載・複製禁止　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ 3－

を
行
う
。
つ
ま
り
、
政
府
が
支
援
機
構
を
介
し
て
東
京
電
力
に
対
し

て
間
接
的
資
金
援
助
を
行
う
│
と
い
う
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
。
政
府
は
、

従
来
の
原
賠
法
に
支
援
機
構
法
を
加
え
て
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
を

二
層
化
す
る
こ
と
で
、
前
記
の
曖
昧
さ
の
問
題
に
対
処
す
る
解
決
策

と
し
た
の
だ
っ
た
。 

　

支
援
機
構
法
の
成
立
を
受
け
、
政
府
は
そ
の
運
用
、 

実
践
に
入
っ

た
。
支
援
機
構
に
対
し
て
11
年
度
中
に
５
兆
円
の
交
付
国
債
を
交
付
、 

東
京
電
力
は
支
援
機
構
と
共
に
資
金
援
助
を
得
る
た
め
に
提
出
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
「
総
合
特
別
事
業
計
画
」
を
策
定
、
支
援
機
構

に
提
出
し
、
12
年
５
月
に
政
府
の
認
可
を
受
け
た
。 

　

東
京
電
力
は
損
害
賠
償
の
た
め
の
政
府
に
よ
る
資
金
援
助
を
得
た

も
の
の
、
11
年
11
月
時
点
に
は
す
で
に
、 

全
原
子
力
の
停
止
と
代
替

火
力
発
電
の
炊
き
増
し
に
よ
る
コ
ス
ト
上
昇
お
よ
び
事
故
に
よ
る
損

失
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
債
務
超
過
の
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
た
。
政
府

は
実
質
国
有
化
を
決
断
、
12
年
６
月
、
支
援
機
構
は
東
京
電
力
の
優

先
株
式
約
１
兆
円
を
買
い
取
り
、
議
決
権
の
過
半
数
を
握
っ
た
。
実

質
国
有
化
を
主
導
し
た
の
は
経
済
産
業
省
で
あ
り
、 

経
営
改
革
を
主

導
す
る
こ
と
で
東
京
電
力
を
積
年
の
課
題
で
あ
る
電
力
自
由
化
・
制

度
改
革
の
先
行
モ
デ
ル
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。

▼　

事
後
的
有
限
責
任
制
度
の
導
入

　

だ
が
、
総
合
特
別
事
業
計
画
が
承
認
さ
れ
て
か
ら
半
年
後
、
経
営

改
革
に
踏
み
出
し
た
東
京
電
力
と
支
援
機
構
が
直
面
し
た
の
は
、
除

染
を
含
む
損
害
賠
償
費
用
が
、
当
初
想
定
の
２
倍
規
模
で
あ
る
10
兆

円
程
度
に
膨
ら
み
か
ね
な
い
と
い
う
新
た
な
危
機
で
あ
っ
た
。
12
年

11
月
７
日
、 

下
河
辺
和
彦
会
長
（
当
時
）
ら
東
京
電
力
経
営
陣
は
記
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者
会
見
で
、
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
費
用
と
除
染
費
用
の
合
計
だ
け

で
10
兆
円
に
上
る
可
能
性
を
示
し
、
政
府
に
よ
る
「
新
た
な
支
援
の

枠
組
み
」
を
求
め
た
。

　

14
年
１
月
に
政
府
の
認
可
を
受
け
た
「
新
総
合
特
別
事
業
計
画
」

で
は
、
交
付
国
債
枠
が
５
兆
円
か
ら
９
兆
円
に
拡
大
さ
れ
る
と
同

時
に
、
中
間
貯
蔵
施
設
の
建
設
費
約
1.1
兆
円
に
電
源
開
発
促
進
税

を
投
入
す
る
こ
と
、
ま
た
支
援
機
構
が
保
有
す
る
東
京
電
力
株
の

売
却
益
を
除
染
費
用
の
計
画
分
2.5
兆
円
に
充
当
す
る
こ
と
な
ど
が

認
め
ら
れ
た
。

　

支
援
機
構
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
東
京
電
力
が
支
援
機
構
を
通

じ
て
受
け
取
っ
た
国
か
ら
の
援
助
に
つ
い
て
は
、
東
京
電
力
が
毎
年

の
事
業
収
益
な
ど
を
踏
ま
え
て
特
別
負
担
金
を
、
東
京
電
力
を
含
む

原
子
力
事
業
者
が
出
力
規
模
に
応
じ
た
一
般
負
担
金
を
、
そ
れ
ぞ
れ

支
援
機
構
に
納
め
、
支
援
機
構
は
国
庫
に
返
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
損
害
賠
償
お
よ
び
除
染
関
連
費
用
に
つ
い
て
は
東
京
電
力
が

支
払
い
を
全
う
し
、
国
は
資
金
援
助
は
行
う
も
の
の
、
あ
く
ま
で
間

接
的
支
援
に
徹
す
る
と
い
う
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
新
総
合
特
別
事
業
計
画
で
は
初
め
て
、
東
京
電
力
に
返

済
義
務
を
課
さ
な
い
国
の
実
質
負
担
を
一
部
認
め
た
。
著
書
『
原
子

力
損
害
賠
償
制
度
の
研
究
』
で
も
言
及
し
た
が
、
制
度
的
に
は
そ
れ

は
損
害
賠
償
責
任
を
事
後
的
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
事
実

上
の
有
限
責
任
制
の
導
入
と
言
え
る
。

▼　

損
害
賠
償
の
持
続
可
能
性
に
懐
疑

　

東
京
電
力
の
要
賠
償
額
は
、
新
総
合
特
別
事
業
計
画
が
策
定
さ
れ

た
13
年
末
に
は
約
4.9
兆
円
だ
っ
た
が
、
14
年
７
月
末
に
は
約
5.4
兆
円
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に
、
14
年
末
に
は
約
6.4
兆
円
に
増
加
す
る
見
込
み
で
あ
る
。
事
故
か

ら
３
年
10
か
月
が
経
過
し
た
が
、
賠
償
額
は
今
後
も
膨
ら
む
可
能
性

が
高
い
。

　

た
と
え
ば
帰
還
困
難
区
域
に
お
い
て
、
平
均
賠
償
合
意
額
は
、
14

年
８
月
時
点
で
４
人
世
帯
当
た
り
合
計
1
億
２
０
０
０
万
円
に
上
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
事
故
前
の
同
地
域
の
世
帯
年
収
の
15
～
30
倍
に
相

当
す
る
。
一
方
、
居
住
制
限
区
域
の
そ
れ
は
約
７
５
０
０
万
円
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
区
域
に
よ
っ
て
格
差
が
あ
る
と
し
て
賠
償
額
増
額
を

要
望
す
る
声
も
上
が
っ
て
い
る
。

　

中
間
貯
蔵
を
含
め
た
除
染
費
用
は
、
13
年
末
時
点
で
約
3.6
兆
円
に

及
ん
で
い
る
。
11
年
８
月
成
立
、
12
年
１
月
施
行
の
、
「
平
成
二
十

三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原

子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境

の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
、
除
染
特
措
法
）
」

に
お
い
て
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
除
染
作
業
を
先
行
し
、
そ
の
費

用
を
東
京
電
力
に
求
償
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
お
り
、
さ
ら
な
る
拡

大
の
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。

　

最
大
の
課
題
は
、
廃
炉
費
用
で
あ
る
。
支
援
機
構
は
14
年
８
月
に

原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
に
改
称
し
、
廃
炉
技
術
支
援

を
強
化
す
る
体
制
を
構
築
し
た
が
、
５
兆
円
と
も
10
兆
円
と
も
言
わ

れ
る
廃
炉
資
金
の
確
保
に
つ
い
て
、
そ
の
目
処
は
立
っ
て
い
な
い
。

　

被
害
者
へ
の
迅
速
な
損
害
賠
償
支
払
い
を
可
能
に
し
た
支
援
機
構

ス
キ
ー
ム
は
、
破
局
的
事
故
後
の
緊
急
レ
ジ
ー
ム
と
し
て
は
有
効
で

あ
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
だ
が
、
柏
崎
刈
羽
原
子
力
（
計
８
２
１
・

２
万
㎾
）
の
再
稼
働
の
目
処
が
立
た
な
い
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
拡
大

を
続
け
る
損
害
賠
償
の
持
続
可
能
性
に
は
疑
い
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
支
援
機
構
法
に
は
見
直
し
条
項
（
附
則
第
６
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条
）
が
あ
り
、
原
賠
法
に
つ
い
て
は
１
年
を
目
処
に
、
支
援
機
構
法

に
つ
い
て
は
２
年
を
目
処
に
、
国
と
事
業
者
の
負
担
の
あ
り
方
に
つ

い
て
再
検
討
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

14
年
６
月
以
降
、
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
副

大
臣
級
会
議
が
招
集
さ
れ
た
も
の
の
、
本
格
的
な
見
直
し
議
論
は
未

だ
開
始
さ
れ
て
い
な
い
。
原
子
力
損
害
の
補
完
的
な
補
償
に
関
す
る

条
約
（
Ｃ
Ｓ
Ｃ
）
加
盟
も
そ
の
一
つ
の
契
機
と
な
り
得
た
が
、
Ｃ
Ｓ

Ｃ
加
盟
に
伴
い
14
年
11
月
20
日
に
成
立
し
た
原
賠
法
の
改
正
案
は
、

核
燃
料
物
質
な
ど
の
運
搬
に
関
す
る
細
目
に
限
ら
れ
て
お
り
、
支
援

機
構
法
の
見
直
し
条
項
の
論
点
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
日
本
の
加
盟
に
よ
っ
て
、
Ｃ
Ｓ
Ｃ
締
結
国
は
ア
メ
リ

カ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
モ
ロ
ッ
コ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
Ｕ
Ａ
Ｅ
の
６
か

国
と
な
り
、
発
効
要
件
は
満
た
さ
れ
た
。
Ｃ
Ｓ
Ｃ
に
は
裁
判
管
轄
権

を
事
故
発
生
国
に
集
中
す
る
条
項
が
あ
り
、
福
島
第
一
原
子
力
の
廃

炉
措
置
に
お
い
て
、
知
見
の
あ
る
米
国
企
業
の
技
術
協
力
を
得
る
た

め
の
素
地
が
整
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

▼　

社
会
的
ハ
ー
ド
ル
の
高
い
有
限
責
任
制

　

原
子
力
先
進
導
入
国
の
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
事

故
の
際
の
原
子
力
事
業
者
の
責
任
範
囲
が
予
め
定
め
ら
れ
て
い
る

「
有
限
責
任
制
」
が
敷
か
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
961
年
の
原
賠
法
制

定
時
に
民
法
学
者
を
中
心
に
有
限
責
任
制
へ
の
支
持
が
あ
り
、
今
回

の
事
故
後
に
は
そ
の
必
要
性
が
原
子
力
事
業
者
を
中
心
に
強
く
認
識

さ
れ
た
。　

　

し
か
し
な
が
ら
原
子
力
発
電
に
対
す
る
社
会
的
ハ
ー
ド
ル
は
上

が
っ
て
お
り
、
有
限
責
任
制
へ
切
り
替
え
る
抜
本
的
な
法
改
正
は
、
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現
実
的
に
は
難
し
か
ろ
う
。
む
し
ろ
、
新
総
合
特
別
事
業
計
画
で
初

め
て
認
め
ら
れ
た
除
染
に
対
す
る
国
の
実
質
負
担
を
拡
大
す
る
こ
と

が
合
理
的
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
と
り
わ
け
地
方
自
治
体
が
主
体

と
し
て
行
う
除
染
費
用
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
事
業
者
に
後
に
求
償

す
る
の
で
は
な
く
、
復
興
全
般
に
充
て
る
こ
と
の
で
き
る
使
途
自
由

な
資
金
と
し
て
国
か
ら
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
除
染
特
措
法
の
改
正
を

含
め
た
措
置
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

突
き
詰
め
れ
ば
、
過
酷
事
故
の
賠
償
資
金
は
、
①
事
故
原
因
者
で

あ
る
原
子
力
事
業
者
、
②
前
記
①
か
ら
供
給
を
受
け
る
電
気
利
用
者

（
受
益
者
負
担
）
、
③
前
記
①
以
外
の
原
子
力
事
業
者
（
相
互
扶
助
）
、

④
規
制
・
振
興
を
司
る
国
│
の
い
ず
れ
か
の
負
担
の
分
配
に
帰
結
す

る
。
原
子
力
事
業
者
に
は
債
権
者
、
株
主
、
従
業
員
と
い
っ
た
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
が
存
在
し
、
国
に
よ
る
公
的
資
金
の
財
源
は
国
民
が
負

担
す
る
税
金
で
あ
る
。
日
本
の
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
は
、
こ
の
負

担
の
分
配
に
つ
い
て
、
再
度
検
討
す
べ
き
時
期
を
迎
え
て
い
る
。

▼　

電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
と
損
害
賠
償
制
度

　

16
年
に
始
ま
る
電
力
小
売
り
の
全
面
自
由
化
、
18
～
20
年
に
予
定

さ
れ
て
い
る
発
送
電
分
離
と
い
っ
た
一
連
の
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革

も
、
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
。
そ
の
最

た
る
も
の
が
、
原
子
力
事
業
者
が
支
援
機
構
に
毎
年
度
支
払
う
一
般

負
担
金
で
あ
る
。

　

東
京
電
力
以
外
の
原
子
力
事
業
者
も
、
過
酷
事
故
に
対
す
る
保
険

料
を
今
回
の
事
故
の
前
に
遡
っ
て
納
付
す
る
と
い
う
理
屈
で
東
京
電

力
の
損
害
賠
償
に
実
質
的
に
参
加
し
て
お
り
、
12
年
度
に
は
合
計
１

０
０
８
億
円
、
13
年
度
に
は
１
６
３
０
億
円
を
出
力
に
応
じ
て
負
担
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し
て
い
る
。

　

原
子
力
事
業
者
は
、
一
般
負
担
金
を
電
力
料
金
に
転
嫁
で
き
る
も

の
の
、
小
売
り
自
由
化
と
共
に
総
括
原
価
方
式
が
撤
廃
さ
れ
た
後
の

制
度
設
計
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
原
子
力
依
存
度
低
減
政
策

や
安
全
規
制
の
強
化
に
よ
っ
て
廃
炉
が
進
め
ば
、
一
基
当
た
り
の
負

担
は
増
大
す
る
。
さ
ら
に
毎
年
度
、
支
援
機
構
の
運
営
委
員
会
に
よ
っ

て
負
担
額
が
決
定
す
る
仕
組
み
で
あ
り
、
予
見
可
能
性
が
極
め
て
低

い
状
況
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
相
互
扶
助
制
度
は
競
争
を
前
提
と
し
た

自
由
化
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
っ
た
根
本
的
課
題
も
あ
る
。

　

今
後
、
一
般
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
事
業
者
の
ガ
バ
ナ
ン

ス
や
発
電
所
の
安
全
性
な
ど
を
客
観
的
に
評
価
し
た
格
付
け
指
標
に

よ
っ
て
、
リ
ス
ク
が
高
い
原
子
炉
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
上
乗
せ
す
る

と
い
っ
た
、
安
全
性
を
高
め
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
利
用
す
る

方
向
に
改
組
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
小
売
り
自
由
化
後
も
託
送

料
金
に
上
乗
せ
し
て
、
幅
広
く
電
気
利
用
者
か
ら
回
収
す
る
と
な
れ

ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

　

電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
と
整
合
性
の
あ
る
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
の

再
検
討
に
残
さ
れ
た
時
間
も
、
決
し
て
長
く
は
な
い
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
お
わ
り
）

　

遠
藤
典
子　

京
都
大
学
大
学
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
科
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
博
士

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
科
学
）
。
経
済
誌
副
編
集
長
な
ど
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
活
動
を
経
て
、

13
年
よ
り
東
京
大
学
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
。
総
合
資
源
エ
ネ

ル
ギ
ー
調
査
会
電
力
ガ
ス
事
業
分
科
会
原
子
力
小
委
員
会
な
ど
の
委
員
。
著
書
『
原

子
力
損
害
賠
償
制
度
の
研
究
│
福
島
原
発
事
故
か
ら
の
考
察
』
（
岩
波
書
店
）
で
、
第

14
回
大
佛
次
郎
論
壇
賞
受
賞
。


